
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

とにはならないようです。この場合には税金の取扱いがどうなるかが

気になるところです。 

次に、法人税の問題になるわけですが、適格分割は移転損益を認識

しないので、課税が繰り延べられ、非適格分割は移転損益を認識する

ので、譲渡損益に課税されます。状況によっては、課税される場合を

選択することもありますが、注意しなくてはなりません。 

また、分割型会社分割を選択する場合には、会社分割後に分割会社

が特定建設業の要件を欠くことにならないかを確認しておく必要があ

ります。特に、「資本金の額が2,000 万円以上であり、かつ、自己資本

の額が 4,000 万円以上であること。」という条件を満たすかどうかよく

調べておきましょう。要件を満たさない場合には、分社型を選択する

ことになります。 

会社分割は、複雑な問題がからんできますので、専門家の指導のも

とに取り組んでみてください 

ＷＩＳＥＮＥＴ編集部  松  村      清（税理士）
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すでに、多くの固定資産をかかえた企業においては、固定資産

がネックになってなかなか点数が上がらない場合があります。そ

こで、固定資産の移転を考えるのですが、固定資産の移転によっ

て多額の税金が発生するので二の足を踏んでしまうのです。そこ

で、会社分割制度を利用しようとなるのです。今回は、本業であ

る建設業を移転しないケースについて考えてみましょう。単なる

固定資産の譲渡と会社分割とはどのように違うのでしょうか。下

の表のように、会社分割になると固定資産特に土地建物の移転が

しやすくなるのです。 

 

 

対 象 と

な る も

の 

法人税 消費税等 

所有権移

転登記に

係る登録

免許税 

不動産 

取得税 

会 社

分割 
営業 

形態によ

り移転損

益の認識

ありなし 

課税対象

外 

6/1000 
適用要件

あり 

非課税 

規定あり 

固 定

資 産

譲渡 

資産そ

のもの 

移転損益

の認識あ

り 

課税 

土地は非

課税 

50/1000 
課税 

4% 

 

会社分割は、まず、会社分割によって承継されるのは、「営業」

でなければならないということです。経審対策からすれば、土地

建物はみんな移転したいところですが、「営業」の移転に伴って「営

業用財産債務」も移転するということですから、何でもいいとい

うわけにはいきません。そこで、共同で利用している本社ビルは

どうなるのかとか遊休不動産はどうなるのかとかが問題になるの

です。この線引きは難しいのですが、遊休不動産については、た

とえ会社分割計画書等に記載されても会社分割として移転したこ

■新設分割（分割型） 

■新設分割（分社型） 

A 

B 

株主 
株主 

建設会社 P 社 建設会社 P 社 一般会社 S 社 

株主 

建設会社 P 社 

株主 

建設会社 P 社 

一般会社 S 社 


